
北海道動物愛護推進協議会設置要綱 

 

第１ 目的 

   動物の愛護及び適正飼養についての普及啓発を推進し、人と動物が共生できる社

会づくりを進めるため、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０

５号）第３９条の規定に基づき、北海道動物愛護推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 

 

第２ 協議事項 

   協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）動物愛護推進員の委嘱の推進に関すること。 

（２）動物愛護推進員の活動の支援に関すること。 

（３）動物愛護管理行政の推進に関すること。 

（４）協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

第３ 構成 

 １ 協議会は、別表に掲げる団体（以下「構成団体」という。）をもって構成する。 

 ２ 構成団体を追加等するときは、協議会の承認を受けなければならない。 

 ３ 協議会は、必要がある場合は専門部会を置くことができる。 

 

第４ 事務局 

 １ 協議会の事務局を北海道環境生活部自然環境局自然環境課に置く。 

 ２ 事務局は、庶務その他この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要

な事項を処理する。 

 ３ 事務局の総括は、北海道環境生活部自然環境局自然環境課長（以下「事務局長」

という。）が行う。 

 

第５ 会議 

 １ 事務局長は、構成団体の代表者等が参加する会議を招集する。 

 ２ 会議の座長は、参加者が互選により選任する。 

 ３ 事務局長が必要と認めたときは、会議に構成団体以外の者の出席を求めることが

できる。 

 

第６ 設置期限 

協議会は、施行の日から起算して２年を経過する毎に、社会経済情勢の変化や開

催実績等を勘案し、協議会の常設の必要性や効率的な開催方法の見直し等について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

 



 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年２月６日から施行する。 

 （改正 平成１７年８月３日） 

（改正 平成１７年１１月２日） 

（改正 平成１８年１１月２０日） 

（改正 平成２２年１２月８日） 

（改正 平成２６年１月３１日） 

（改正 平成２７年４月１０日） 

（改正 平成２９年３月２８日） 

（改正 令和３年３月２４日） 

（改正 令和４年４月１日） 
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